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建築業界とインフォームド・コンセント

辻本研究室　51 0 8 4 0 4　大熊卓哉

1. 研究目的
　 19 9 0年代以降、インターネット等の普及に伴い、情報の交換手段が大きく変化し

てきており、さらに交換手段は進化、変化をつづけている。この変化は社会の情報

に対する認識も変化させている。情報の発信・受信が容易にかつ、大量瞬時に可能

となり、サービスの提供者と利用者の関係が従来とは違う形に移行することは明ら

かであろう。

　 建築業界はこの変化に対して、社会を構築する一端として、社会的責任を持ち対応

していく必要が求められている。この流れの中で、早い段階から情報開示に取り組み

先進的であると考えられる医療分野のインフォームド・コンセントに注目し、サー

ビスの提供者と利用者の間で交換される情報のあるべき姿を建築分野との対比の中

で考える。

2. 建築業界におけるインフォームド・コンセント（情報開示）の現状
　 現在の建築業界の情報公開は極めて行われてないに等しい状況にある。公開されて

いる情報は入札情報、企業のホームページおいては、運営に関しての情報程度であ

る。

　サービスの利用者である公衆が欲する建築に関する判断情報は、ほぼ提供されてい

ないか、入手が困難な状況である。建築業界は、インフォームド・コンセントの必

要充分な情報提供の段階にも至って居ないと言える。

　 この状況から脱するために、建築物のもつ公共性からより広く公衆に建築情報は

提供されるべきである。また、建築物を所有する側の責任として、情報開示、共有す

ることは重要な事柄である。

　 この重要性は、既存不適格の建築の問題で見えてくる。阪神大震災によって、既存

不適格の建築物の安全性について、大きく取り上げられることとなった。災害時、こ

のような建築物が周辺に危険を与える可能性があり、多くの被害者を出してしまう危

険性がある。社会の財、市民の生活、生命を守るためにも、積極的に情報開示され

ることが望まれる。

 社会に対して、建築業界がインフォームド・コンセントを行っていくことが、安全

の保証された都市の形成には必要不可欠なのである。
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3. 建築生産システムの定義
　 インフォームド・コンセントを適用する上で、まず建築生産システムについて定義

する必要がある。

　 生産プロセスは建築物の企画、設計、契約、施工、維持・補修、解体までの全課

程を含めるものであり、一連のサイクル全体を通したものと考える必要がある。

（図1）

　 このプロセスを中心に建設プロジェクトには、作業、労力、資材、機材等、多く

の関係主体が存在している。これらのプロセス、関係産業から構成されるシステムを

建築生産システムとする。

　 医療診療システム（図2）とサイクルの段階的に比較するとシステムサイクルとし

ては似ている。このことから、医療の情報開示、インフォームド・コンセントは建

築における、インフォームド・コンセントを考えるうえで参考になるものである。

　 一方、建築物の生産サイクルには多くの関係主体が関わっており、建築生産システ

ムの高度化の研究、ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）方式などの全体を管

理する、建築システム手法もあるが、これらは、コスト管理など、経済的生産性を重

視したものがほとんどであるため、これらの情報が公衆が受けることは想定されてお

らず、関係主体間全体の健全な建築物生産情報になっていない。

　関係主体間において、建築情報の格差があり、その情報の非対称性をインフォーム

ド・コンセントによって、解消する必要がある。
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需要発生

維持・補修 解体

企画

施工 実施設計

設計契約

検査引渡

基本設計

工事契約

図1　建築生産システム概要

発病

経過観察 完治

検査

治療 治療方法決定

受診

退院

治療方法検討

治療契約

図２　医療システム概要
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4. インフォームド・コンセントの定義
　インフォームド・コンセントは元々、医療における、医療従事者の立場の強さに

よる、人権侵害的な医療行為の暴走を抑えるために生まれている。基本的理念とし

て、情報提供者（医療従事者）からの必要十分な説明による、情報享受者の自由意

思による医療行為に対する理解、同意である。また、理論構成としては下記のように

星野氏が述べている。 [ 1 ]

インフォームド・コンセントの理論構成と具体的方法  [ 1 ]

１）適切な情報の開示  

（１）  患者の現在の医学的状態（無治療の場合の経過予測）  

（２）  予後を改善するかもしれない介入（そのリスクと利益）  

（３）  患者が選べる他の選択肢についての医師としての意見（そのリスクと利益） 

（４）  医師の最善の臨床的判断にもとづく勧告  

２）情報の患者による理解  

３）患者の自己決定能力の有無  

     法的判断力（Comp e t e n c e )  

     意思決定能力（De c i s i o n -M a k i n g  C a p a c i t y )  

   代理同意（P r o x y  C o n s e n t )  

     代理判断（Su b s t i t u t e d  J u d g em e n t )  

     最善利益（Be s t  I n t e r e s t s）  

   事前指示（Ad v a n c e d  D i r e c t i v e s )  

４）患者が決定を行う際の自由意志・自発性の尊重  

５）患者の同意  

　 医療においては基本的に医療機関、主治医と患者間での情報交換においてイン

フォームド・コンセントは行われるが、建築にインフォームド・コンセントを適応

させる場合、建築の公共性から、複数の関係主体が存在し、さらには多くの第三

者、公衆が関係してくるため、公衆全体を相手とした情報開示、そして、理解、同意

を求める必要があるため、インターネット等の情報技術を利用した方法を取ることは

有効な方法である。

　 よって、建築においてのインフォームド・コンセントは、医療のような特定の関係

者間における情報交換ではなく、公衆全体までを対象とした社会全体に理解、同意

を得る広義的なインフォームド・コンセントと定義する。
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5. インフォームド・コンセントの対象
　 建築業界の関係を整理することで、インフォームド・コンセントの対象を整理

し、考察する。

　 医療業界におけるインフォームド・コンセントは基本的には医療従事者と患者の1

対 1の関係であるが、建築業界においては、建築物の性能が直接関係する施工、設

計、公的機関等以外に影響が及ぶ可能性があることから、建築主体以外にも、公衆

が間接的に利益、不利益を受ける対象が潜在的に多い。（図３）このことから、先

述のように、インフォームド・コンセントを広義的に解釈して対象を考える必要があ

る。

　 また、関係主体間で、建築情報の非対称が発生するため、この非対称を解消する

必要がある。まず、第一に直接関係する当事者間における情報交換として、建築主に

対して、インフォームド・コンセントを行う必要がある。そして、建築物所有者の責

務として、建築主は建築物の性能について、公衆にインフォームド・コンセントを行

う必要がある。さらには、建築生産サイクル全体を通して影響を受ける周辺住民や、

建築物利用者、居住者に対して、社会に対しての公的責任を認識し、広くインフォー

ムド・コンセントをおこなっていく必要がある。

　 特に、公共性の高い建築物におけるインフォームド・コンセントは、公衆が重要

な対象となるべきである。

図３　建築システム主体関係図
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6. 医療業界のインフォームド・コンセントの実例と建築業界の比較
6.1. 情報公開の規制について

　 現在、医療業界において、インターネットを利用した、ホームページ上での情報提

供がよく行われている。これは医療法において、医療広告は1 9 9 0年代以降規制が緩

和されてきているが、依然として様々な規制が行われている。（図４）注1 その中で、

ホームページは利用者が自ら情報を求めて閲覧するとされているため、広告の対象外

とされている。

　 医療業界において、医療事故、訴訟の増加を受け、情報提供は近年、重視されつつ

あるが、現状、ホームページによる情報提供の方法は各医院によって、異なってお

り、それぞれ独自基準で情報提供を行っている。サービスの利用者が選択する際に、

同一の基準で判断できる状況ではなく、十分な状況といえるものではない。

　 現在、建築においてはこのような規制は存在しない。建築の持つ公共性、また、

公衆への被害等が及ぶ可能性から、情報公開は重要であるが、ミスリードを防ぐた

めにも過剰な誤解を招くような情報開示について防ぐ規制を検討する必要があるだ

ろう。

図４　医療機能情報提供制度注1
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6.2. 医療の情報公開について
　 広告規制の対象外であるホームページによって、どのように現在、情報公開を行っ

ているか考察していく。

　医療機関の情報公開について、友清貴和氏の「病院における情報公開項目の特性に

関する研究」 [ 2 ]がある。

　 ホームページを開設しており、病院機能評価の認定を受けていることを条件とし

て、日経病院ランキングより全国ランキング上位1 5病院、さらに全国ランキング病

院との規模の差をできる限り少なくするため、鹿児島県の病院より病床数の多い順

に15病院を抽出。計30病院を対象とした公開項目についての調査である。

　 病院機能評価項目に分類されている 6領域に基づきチェックリスト作成。情報

チェックについては、内容・詳細を問わずに、何らかの掲載があれば、その項目に

ついての情報公開がなされているものとしている。

　 「公開項目は、広告規制の影響を依然として受けていると考えられる結果となっ

た。現状、ホームページでの情報公開は有効に行われていない。各病院の比較では、

特定の分野に高い公開率を示す結果が出た。これは、各病院が自院の特徴に関する

情報を患者に公開しているものと考えられる。全体的に公開している情報量が少ない

ため現れた結果である。各病院の情報公開状況には、大きなバラつきがあり、情報

が少ない現状では、患者は医療を受ける病院を複数の病院から、選択する際、同じ

基準で比較・評価するのは非常に困難である結果となっている。」 [ 2 ]

　 この結果から、建築においても各企業等に情報開示を義務づけただけでは、十分

な情報開示に至らない可能性を示していると考えられる。医療の情報公開を参考にこ

のような状況に陥らぬよう国全体での事業として進めて行く必要性があると考えられ

る。

　 また、「日米の医療機関の情報開示に関する比較」 [ 3 ]がある。「日米の比較にお

いて、米国の方が圧倒的に情報が多く、診療に関する情報差は少ないものの、全体の

情報量の違いは大きく、日本での医療側のホスピタリティの後れを示しているといえ

る。また、ホームページに関する認識が日本は米国に比べて遅れていることも原因で

はないか。」と述べられている。

　インターネット、ホームページは情報交換の重要な手段であるが、公衆全体の情報

に対する認識の向上も必要である。
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6.3. 医療業界のインフォームド・コンセント（情報開示）の事例
6.3.1. 日本医療機能評価機構（横断的評価の事例）

　主な事例として、公益財団法人　日本医療機能評価機構注2が病院機能評価を参加医

療機関において行っている。主な評価項目としては、表１に示す領域となっている。

評価対象領域(機能種別版評価項目)評価対象領域(機能種別版評価項目)

1. 患者中心
の医療の推
進

患者の視点に立った良質な医療を実践するうえで求められる病院
組織の基本的な姿勢について評価します。
患者の安全確保や医療関連感染制御に向けた病院組織の検討内
容、意思決定について評価

2. 良質な医
療の実践１

病院組織として決定された事項が、診療・ケアにおいて確実で安
全に実践されていることを評価

3. 良質な医
療の実践２

確実で安全な診療・ケアを実践するうえで求められる機能が各部
門において発揮されていることを評価

4. 理念達成
に向けた組
織運営

良質な医療を実践するうえで基盤となる病院組織の運営・管理状
況について評価

表1　病院機能評価の評価対象領域
　このような評価基準に類似のものとして建築業界においても、住宅性能評価・表示

協会が行う、住宅性能評価が行われている性能に対する認定が与えられる制度であ

る。この評価は住宅を対象とするものである。内容としては、

・住宅の性能（構造耐力、省エネルギー性、遮音性等）に関する表示の適正　　　　　

化を図るための共通ルール（表示の方法、評価の方法の基準）を設け、消費

者による住宅の性能の相互比較を可能にする。

・住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信

頼性を確保する。

・住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則と

することにより、表示された性能を実現する。注3

　 これらは統一の評価基準であり、認定表示されるため、情報の分かりやすさ等の

メリットは多くある。しかし、医療において、各医療機関が同じ水準の設備を持ち、

同じ水準で医療行為が行われていない状況において、立地、患者数、設備、規模等を

含めた実態の評価としては、質の高い医療行為が行われているかの評価は困難であ

る。設備の整った、大都市圏の医療施設の設備等において評価が必然的に高くな

る。

8



　 建築においても、環境や企業の特徴の違いによって、求められる評価の重要度が違

うこと、また、建築物には、潜在した性能があるため、判断基準として、単純にこの

評価方法のみでは、十分な情報とは言えないだろう。

6.3.2. 聖路加国際病院におけるQu a l i t y  I n d i c a t o r（時系列評価の事例）
　 別の事例として、聖路加国際病院注4 におけるQu a l i t y I n d i c a t o r ( 以後Q I ) の測

定、公開がある。測定情報はホームページで一部公開、また年刊としてホームページ

上よりも多い情報で刊行されている。（参考文献 [ 5 ]）インフォームド・コンセント

は医療において、１対１の関係において行われているが、聖路加国際病院のQ Iはイ

ンターネットを利用したホームページで広く公開されている。これは、広義的なイン

フォームド・コンセントになっている。

　 Q Iとは医療機関における医療実績の経年的、質の評価指標であり、海外、イギリ

ス、フランス、オランダ等諸外国でも、各医療機関の評価基準として採用されている

ものである。主な測定項目は、表2で示す項目である。

聖路加国際病院におけるQIの主な項目分類聖路加国際病院におけるQIの主な項目分類

1 .病院全
体

医療機関の運用、患者や従業員の状況の評価

2 .報告・
記録

医療行為、検査等の報告書が迅速に作成されているかの評価

3.教育 院内における教育体制の評価で、内部の研修医による評価、内部組
織の評価

4 .患者満
足度

入院患者、外来患者による評価、意見投票箱による評価

5.看護 看護の際におこる、患者の事故の発生率を評価

6.薬剤 薬剤の処方に際して、服薬指導を行い、管理を行ったかを評価

7 .手術・
処置

手術等の処置において、主に術後処置等が適切に行われたかを評価

8 .生活習
慣

入院患者、外来患者の生活習慣病に関わる健康管理が適切に行われ
たかを評価

9 .各科の
実態評価

各診療科において、重要な指数を評価

10.救急 救急の受入れ応需率、救急患者の蘇生率等を評価

表２　聖路加国際病院Q Iの主な項目分類
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　 これらは、内部からの評価、患者側からの評価、内部のカルテ情報に基づいた経

年的評価であり、測定項目として医療行為の人的評価が主に取り上げられている、と

ともに、経年的な変化の評価であることから、各医療機関の規模や設備に影響され

ない質の評価情報となる。

　 ホームページ上における公開項目としては、５項目である。年刊書籍においての公

開項目は5 6項目となっている。数値とともに、全国、または世界基準からの比較分

析、改善に向けての改善策を記述する形の公開情報となっている。

　 分類としては、医療施設の構造：施設、医療機器、スタッフ関連の項目が2項目、

医療の過程：実際に行われた診療や看護の項目が2 7項目、医療の結果：診療の結果

としての患者の健康状態が2 7項目となっている。Q Iの測定が医療の過程の項目を重

視していることから、医療の過程に関する項目が多くなっている。

　 公開項目の数値の変動としては、改善傾向にあるものが2 6項目あるが、半数の項

目が数値が上下している測定結果となっている。項目の定義、計算方法が年によっ

て、一部変更になっているもあるため数値が変動している点もあるが、主に医療行為

の結果を示す項目についての数値は傾向が安定していない。これは、医療の人間の個

人差等による不確実性が影響しているものと考えられる。逆に医療行為の実施率など

の医療行為として能動的に行われる医療の過程の項目においては、改善の傾向にある

項目が多い。これは、Q Iの測定が医療施設内においてフィードバックされ改善され

ていることを示しているといえる。これらの情報はサービス利用者である患者が不確

実性に基づく医療行為に対する理解、医療施設の改善対策の公開による医療行為の

健全性を確認するための情報である。Q Iの公開は医療行為自体のインフォームド・

コンセントとしての役割の側面もあるといえる。

　 また、表３、４のような、4 .患者満足度の患者側の評価を施設側が測定、公開し

ている点は特筆すべき点である。患者の個人的な評価によって、結果に影響する可能

性があるが、情報社会において、サービスの利用者にとっては、身近な求められる情

報である。

　これらの指標の選定手法は参考にするべき点である。

　 建築業界において、このような情報が各企業のホームページにおいて、容易に入手

できる状況は多くないため、この事例を参考に情報開示を進めることは大いに影響

のあることである。
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表３　患者満足度の患者側の評価  [4]
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表４　意見箱投書中に占める感謝と苦情の割合  [4]
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7. 医療分野におけるQuality Indicatorについて[4]

7.1. Q Iの概要
　建築業界のインフォームド・コンセントの重要な要素となり得る Q Iについて、考

察していく。

　 1 9 6 0年代、A r d i s D o n a b e d i a nが提唱した方法論に乗っ取っている。Q Iの調査は

３つの側面から評価されるとし、①医療提供の構造②診断内容や過程③診断の結果

によって評価される。

　 患者の健康を最も良くする方法として、実証された診療プロセスが行われているか

を数値化することがQ Iである。つまり、標準医療がいかに実践されたかを示す指標

である。

　医療において結果を数値化して、評価では、

①人は必ず死ぬということ。

②医療の結果が不確実で確率的にしか予見できないこと。

③規模などの大きさによって、結果が実例と異なる可能性がある。

　これらの点があるため、問題がある。

　 よって、行うべきことをきちんと行っているか、過程を反映させることで医療の質

を評価する試みである。また、Q Iは、他施設の比較を目的としているのではなく、

さまざまな改善の試みの成果を時系列で確認・フィードバックする目的で行われてい

る。

　 これらの事例は、建築においても当てはまる点が多い、設計と実際の建築物との

性能が不確実性があり、建築物の不完全性があるからである。施工の段階で正確に

施工が行われているか評価することは、建築においても有効な建築の質の評価になる

だろう。

7.2. 海外での医療業界のQ Iの取り組み
　 イギリスでは、国の機関であるN I C E（ N a t i o n a l I n s t i t u t e f o r H e a l t h 

C l i n i c a l E x c e l l e n c e）が設定したQ Iの目標値が達成していれば、その度合いに応

じて診療報酬が高くなるQOF（Qu a l i t y O u t c om e a n d F r am ew o r k）制度が開

業一般医（Ge n e r a l P r a c t i o n e r ; G P）に適用されている。このように診療報酬に

連動させてQ Iの目標値達成を促す仕組みを取り入れている。

　 フランスでは、保健省内の「医療機関の質と安全局（H a u t e A u t o r i t e d e 

S a n t e ; H A S）」がQ I関連業務を行っている。20 0 3年、患者被害者団体からの診

療改善についての要請があり、Q I事業が始まっている。院内感染に関する３領域の
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Q I を 設 定 して、 評 価 、 採 点 を 行 い 、 病 院 の 格 付 け を 行 って い る 。 Q I の 公 開 は

PLAT I N E（P l a t e f o r m e d ’ i n f o r m a t i o n d u r l e s E t a b l i s s s em e n t s d e 

S a n t e）が担当し、インターネットなどを介してアクセスが可能となっている。フラ

ンスにおいては、診療報酬との連動は行われていない。

　 オランダでは、20 0 4年の医療保険制度改革にともなって、Q Iを用いて医療の質を

検 閲 す る 体 制 が 導 入 さ れて い る 。 Q I の 項 目 は 徐 々 に 増 えて お り 、 2 0 0 9 年 時 点

で , B a s i s s e t （ B a s i c S e t ） 、 Z i c h t b a r e Z o r g （ H e a l t h c a r e 

T r a n s p a r e n t）、医療安全という３領域のQ Iが行われている。検閲結果は公開され

ている。診療報酬との連動は導入されていない。

　 これらの国において、Q Iの重要性は確認されており、評価の方法論として有用で

あると言える。建築においても、国主導で、Q Iのような時系列的評価は行うことは

必要であると考える。

7.3. 日本国内における医療業界のQ Iの取り組み
　 日本においても、厚生労働省は、2 0 1 0年度に「医療の質の評価・公表等推進事

業」を始めている。

　20 1 1年4月には、30の会員病院で測定された11のQ Iの値が公表されている。

　 しかし、「病院で診療を受ける患者の病気の種類、頻度、重症度、救急車で搬送

される患者の割合、患者の年齢、性別、教育レベル、職業、収入、病院の存在場

所、他の医療施設との位置関係や連携の態様など、Q Iの値に影響を与える要因は、

診療の質以外に数多くあり、病院によって異なる。したがって、診療の質を比べるた

めには、それらの多くの要因の影響を取り除いて、診療の質のみを反映する数値に変

換する必要があるが、このような交絡因子調整の方法は、現在までのところ、誰も

が満足できるようなものが開発されているとは思えない。

　 一方で、各施設で毎回同じ方法でQ Iを測定比較するのであれば、上記のQ Iの値に

影響を与える要因の多くは差し引きされて、診療の質の変化のみが抽出される可能性

が高くなる。」 [ 4 ]と福井氏は述べている。

　 医療においても、現在、Q Iの評価については模索段階であるといえるが、有用性

は認められ推進されている。
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8. 事例から見る建築業界におけるインフォームド・コンセント
　 日本医療機能評価機構による評価は各医療機関の横断的評価情報であり、聖路加

国際病院で行われているQ Iの評価は各機関の経年的な評価情報である。それぞれに

利点、欠点がある。これらの事例から、建築業界の目指すべき情報提供のあり方

は、横断的かつ、各企業の経年的な評価情報を提供することで、サービスの利用者は

建築物との関わりにおいて、十分な情報を得ることが可能になると考えられる。

　 住宅性能評価のような評価を住宅以外にも広げ、規模、環境によって、種別ごとの

評価項目を選定、評価をする必要があるだろう。また、現在のシステムでは、審査の

申請を行い、認定を得る形であるが、建築物の安全性の標準化を目指すためにも、

全ての建築物を対象とすべきである。全ての建築物を対象とすることによって、建築

物の情報の集約を進めることができる。

　 また、Q Iのような時系列による評価を建築業界において、実施させることが必要

である。設計、施工時の実績が公開されることによって、公衆には分かりにくい、設

計、施工の実情が理解できるようになり、建築主として、設計、施工会社を選定する

際、ミスマッチを防ぐなどの重要な情報となるとともに、医療のQ I項目の測定、公

開によっても業務改善が起こっていることから、建築業界の健全化にもつながってい

くと予想される。

　これらの情報が、インターネット等において情報を入手することが可能となり、私

たちはそれらの情報から、理解、同意した上で建築に関しての決定を行うことにな

る。これこそが建築の目指すべき広義的なインフォームド・コンセントになるのでは

ないだろうか。

　 インターネットを通じた情報公開が容易かつ広範囲に情報を提供できる手段であ

る。この手段を活用することで、建築物によって、利益、不利益を受ける対象が複

雑、多様である建築業界においてのインフォームド・コンセントを可能にできると考

える。そして、情報公開は一方的な公開としてではなく、受け手側の理解、同意が得

られるものとなる必要があるため、公開情報がわかりやすい情報であり、信頼性の

高いものである必要がある。信頼性を高めるためにも、これらは国の事業として採

択、推進することが望ましい。
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9. 建築におけるインフォームド・コンセント項目について
9.1. 建築物の性能について

　 建築物の社会的要求性能の構造と分類についての研究は、参考文献 [ 5 ]などの研究

がある。この論文において、建築物をめぐる健康と安全に関する性能はこれに関わる

２つの主体、建築主体、及び公衆の要求性能との関係から分類できる。また、予見

できない性能は性能そのものやそれによる結果の難しさが挙げられている。

　 このような建築物の不完全性があることから、完成した建築から科学的に測定し

た性能のみを取り上げるだけでは、十分な建築物の情報とは言い難い。現在の科学

技術ではこの性能の信頼性は施工段階によって、実績に基づいた工事が行われている

かが重要となる。医療のQ I同様、過程による施工の質の評価が重要な項目となる。

このことによって、どのような性能を持つ建築物かをより信頼性を持たせた上での性

能となりえる。

9.2. 医療の事例との対比
　建築のインフォームド・コンセント項目について、考察してみたい。

　 医療において、前述の２例を考察すると、医療機関の運用、そして、主に医療結果

よりも、医療過程の評価に重きを置かれているとることができる。いかに、医療行為

が実践されているかを表す指標が選ばれている。これは建築の項目を選定する際にも

重要な要素となる。それは、建築物の完成時には専門的知識を持ってしても、評価の

難しい潜在する性能があるからである。建築物が完成時にどのような性能を有するか

の情報はもちろん重要であるが、設計に基づき適切に施工されているかを評価するに

は、この過程の施工実践の評価情報が建築の質の保証となる。また、悪質な施工業

者の特定にもつながると予想される。主な項目としては、施工監理記録・報告、現場

従事者のアセスメント、施工現場事故率、施工ミス発生率、周辺環境影響度（騒音

等）が挙げられるだろう。

　 また、聖路加病院のQ I項目の患者満足度のような利用者側からの評価情報も、利

用者の求める情報開示であると考えられる。医療以上に、公共性の高い建築業界の

情報開示において、重視すべき点である。

　以上より、横断的な建築物の評価によって、建築物の性能を評価し、時系列的な建

築業者の業務評価によって、建築業界の業務評価を行うことが望ましい。
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10. 建築業界へのインフォームド・コンセントの適用
　 建築業界において、インフォームド・コンセントを適用した場合を考察してみた

い。

　建築物は権利の所有者が移り変わる可能性を持つため、最も対象建築物に対して、

情報を保有する生産者側が容易には情報を提供、公開する難しさがある。この情報

の取扱いの障害を取り除くため、建築物を所有する責務として、建築物情報の提供の

義務化の法整備の必要がある。

　 医療業界は電子カルテの導入によって、情報のデータベース化を行っており、医療

情報技師を設置するなど情報の活用について意欲的であるが、建築においても建築情

報のデータベース化の手法が必要である。このデータベース化によって、情報の共有

を容易にできるなど、情報が煩雑化しやすい建築物において有効な方法であると考え

る。インフォームド・コンセントを円滑に行うための課題となるだろう。

　また、建築の社会的要求性能は影響を受ける関係主体によって、範囲、要求性能の

高さが大きく異なってきてしまうため、関係主体がそれぞれ受忍できる範囲に性能が

保たれるよう法的な規制を行う必要がある。とともに、社会的にも安全性が保たれ

るコストへの理解も関係主体間で情報交換する必要あるだろう。

　 また、「最高裁判所の調べによると、医療関係の訴訟件数は、19 9 3年には44 2件

であったのが、20 0 2年には8 9 6件となっており、約10年間で倍増している。医療関

係の訴訟の増加原因としては、医療事故への社会的批判が強まっていること、被害者

の権利意識が高まっていること、医療情報へのアクセスが以前より容易になっている

ことなどが考えられる。」注5 このことから、同様に訴訟の増加が考えられるため、 

訴訟費用、損害賠償など多くの金銭的問題が発生する。現在に置いても建築家賠償

責任保険など保険制度はあるが、より建築保険制度の拡充が必要となる。建築物の

性能は潜在する性能を多く含んでいるため、サービスの提供者側、利用者側にとって

もお互いを保護できる制度が必要となる。

17



㧝ޓක੐㑐ଥ⸷⸩੐ઙߩಣℂ⁁ᴫ෸߮ᐔဋክℂᦼ㑆

㧔ᐔᚑ��ᐕ㨪ᐔᚑ��ᐕ㧕

ᐕ ᣢᷣޓ ᐔဋክℂᦼ㑆㧔᦬㧕

ᐔᚑ��ᐕ ��� ��� ����

ᐔᚑ��ᐕ ����� ����� ����

ᐔᚑ��ᐕ ����� ����� ����

ᐔᚑ��ᐕ ��� ����� ����

ᐔᚑ��ᐕ ��� ����� ����

ᐔᚑ��ᐕ ��� ����� ����

ᐔᚑ��ᐕ ��� ��� ����

ᐔᚑ��ᐕ ��� ��� ����

ᐔᚑ��ᐕ ��� ��� ����

ᐔᚑ��ᐕ ��� ��� ����

㧔ᵈ㧕㧝ޓක੐㑐ଥ⸷⸩੐ઙߪߦ㧘࿾ᣇⵙ್ᚲ෸߮◲ᤃⵙ್ᚲߩ੐ઙ߇฽߹ޕࠆࠇ

ޕࠆ޽ߢߩ߽ߩᣢᷣ੐ઙߩ㧘ฦᐕᐲߪᐔဋክℂᦼ㑆ޓ㧞ޓޓޓ

ߊߠၮߦႎ๔ߩࠄ߆㧘ฦᐡߪฦᢙ୯ߩߢ߹㧘ᐔᚑ��ᐕߜ߁ߩᢙ୯ߩᧄ⴫ޓ㧟ޓޓޓ

ޓޕࠆ޽ߢ㧘ㅦႎ୯ߪᢙ୯ߩᐔᚑ��ᐕޓ㧠ޓޓޓ

㩷
㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷

ޕࠆ޽ߢ㧘᭎ᢙࠅ޽ߢߩ߽��������

ᣂޓฃ

表５　医事関係訴訟事件の処理状況及び平均審理期間

　 医療情報と同様に、建築情報は一般的に専門性の高い情報であると考えられるた

め、情報の受け手である公衆が十分な理解をすることは難しいという点もあると考

えられる。単に情報が提供されるだけではなく、インフォームド・コンセントの双

方向的な情報のやり取りが十分に行われなければ、多くの経済的損失を含む問題が

発生してしまう。Q Iのような建築の質の公開は相互の認識のズレを埋めることにも

有効であるが、さらに相互の理解を高めるためにも、情報の受け手側の理解を助け

る医療業界における、セカンドオピニオンのような役割の設置も重要になると考え

る。
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11. 情報社会におけるインフォームド・コンセントの可能性
　 前述のように、横断的かつ、時系列的に集約された情報は、サービスの利用者に

とって、重要な情報であるとともに、建築業界にとっても、互いの情報が公開され、

共有されることは、建築生産システムの改善にその情報を用いるなど、業務改善に大

いに利用できるものである。そして、Q Iに見られるような自己機関における自己評

価の公開は、各企業の業務の質の向上にもつながる重要な指標となり、サービスの

利用者が建築についての質を把握できる指標となる。これらの実現は建築のイン

フォームド・コンセントに必要不可欠なものである。

　 また、情報社会は情報手段としてのインターネットから、インターネットによっ

て、集積された情報の活用が重要になってきている。このように情報開示に留まら

ず、集約情報をいかに活用するかを考え、時代に則った、建築業界のインフォーム

ド・コンセントを進めていくことも重要になってくる。

12. まとめ
　 以上、述べてきたように情報交換の方法が急速に発展、変化してきた現在におい

て、建築業界におけるインフォームド・コンセントのあり方は、国全体で、より多面

的に考えていく必要があり、情報技術を活用した可能性のあるものであるべきであ

る。また、建築に関する情報は社会的にも災害時など、重要な情報となる可能性が

ある。これらの情報が提供者、利用者で容易に入手できる必要がある。しかし、こ

れらの状況を把握するために、現状、情報を容易に大量に入手するには、多くの手

間がかかると感じた。情報社会である現代において、情報公開は社会的要求であり、

情報の持つ価値が高くなってきている。プライバシー等の問題もあるが、安全な住

宅、都市の構築にはこれらの情報は必要不可欠なものである。各関係主体の持つ情

報を共有することによって、利用者が容易に求める情報を十分な量を入手できるシス

テム作りは重要な課題である。

　 これらの課題を解決し、建築業界のインフォームド・コンセントが確立すること

によって、建築業界の信頼性へとつながるとともに、建築生産システムに改善へと変

化を与える可能性のあるものとなりうる。
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注1 医療広告ガイドライン-厚生労働省 : http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/

dl/shishin.pdf
注2 公益財団法人　日本医療機能評価機構 : http://jcqhc.or.jp
注3 一般社団法人　住宅性能評価・表示協会：h t t p : / / www. h y o u k a k y o u k a i . o r . j p
注4 聖路加国際病院 : http://www.luke.or.jp/index.html
注5 ISSUE BRIEF医療事故の現状と課題-医療事故への対応策の整備を中心に-国立国会図書館 ISSUE 

BRIEF NUMBER 433(Dec.11.2003)
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